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※許可なく複製、転写を禁じます。
区域区分 市街化区域

地

域

地

区

用途地域 近隣商業地域

建ぺい率 80 容積率 300

高度地区

防火地域

特別用途地区 シビックゾーン地区

その他

都市施設 交通施設

公園・緑地

その他

市街地開発事業 - -
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